
船舶事故等調査報告書 

平成２２年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第９５号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年４月１８日（土） １０時１７分ごろ 

発生場所 東京湾アクアライン海ほたる灯から真方位１５３°１,２００ｍ付近 

（概位 北緯３５°２７.３′ 東経１３９°５２.８′） 

事故等調査の経過  平成２１年４月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 Ａ 監視取締艇 すぴか、５トン未満（長さ９.０ｍ） 

 船舶番号、船舶所有者等    ２４０－４８２９３東京、国土交通省 

Ｂ モーターボート ゆうゆう３号、５トン未満（長さ５.５８ｍ） 

   ２３２－２５９２４千葉、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、二級小型船舶操縦士 

  主任航海士、一級小型船舶操縦士 

Ｂ 船長、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船外機カバー破損、ペイントはく
．．

離 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａ及び主任航海士Ａほか２人が乗り組み、東京湾アクアラ

イン付近において監視取締業務中、Ｂ船に接舷して立入検査を行うため、

主任航海士Ａが操船し、船首甲板に船長Ａを配置して、Ｂ船の近くで機関

を停止した。一方、Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗船し、漂泊して魚釣りをし

ていたところ、Ａ船の立入検査を受けることとなった。両船は、平成２１

年４月１８日１０時１７分ごろ、Ａ船の船首とＢ船の船外機とが衝突し

た。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２ 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 あり 

判明した事項の解析  Ａ船は、東京湾アクアライン海ほたる灯南南東

方沖において、漂泊中のＢ船に接舷しようとして

前進行きあしでＢ船の船尾方から接近した可能性

があると考えられる。 

 主任航海士Ａは、船首甲板に立った船長Ａによ

り前方の視界が遮られ、Ｂ船との位置関係を適切

に判断できなかった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、東京湾アクアライン海ほたる灯南南東方沖において、Ａ船が

漂泊中のＢ船に接舷する際、Ｂ船との位置関係を適切に判断できなかった

ため、Ｂ船に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 

 

 




